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被災三県・仙台市の共通要望を検討しましたので、要望いたします。 
 
１．技術者の専任を必要とする建設工事の要件の緩和 

土木一式工事における技術者の専任を必要とする対象工事の請負金額に

ついて「２，５００万円」を「１億円」とすることにより、各県の技術者

が有効活用できますので、建設業法の改正、または復興特区の活用により

増額が実現できるよう、要望いたします。 
 
２．実勢価格を反映できる積算手法の設定 
（１）実勢価格を反映した設計労務単価の改定について 

設計労務単価については、平成２４年２月に単価改定がされたところで

ありますが、実勢価格を適正に反映した設計労務単価の改定について、国

が示した「設計労務単価の３ヶ月毎の見直し」の確実な実施を要望いたし

ます。 
（２）技能職種における統一単価の設定について 

鉄筋工や型枠工など技能職種の労務者は、設計労務単価の高い地域に集

中することから、広域的に移動が多い職種については被災三県で単価差が

生じないよう、統一単価とすることを要望いたします。 
（３）労務費調査の見直しについて 

復旧・復興工事を担う労務者は、公共工事だけではなく除染、ガレキ処

理や民間工事にも従事していることから、労務費調査にあっては、調査対

象を公共工事以外の工事にまで広げるなど、労務者の実勢価格を適正に把

握できるよう、労務費調査制度の見直しを要望いたします。 
（４）スライド額算定事務の簡素化 

被災地域における賃金等急激な変動に伴う請負代金額の変更等について

の運用が、平成２４年２月に示されたところでありますが、「インフレス

ライド」は、労務単価改定の都度（概ね３ヶ月毎）工事出来高数量の確認

が必要であり、また、「単品スライド」は、資材の購入実績を証明するた

めの時系列での資料作成や確認作業が必要となります。さらに、「インフ

レスライド」と「単品スライド」を併用させた場合には、受発注者ともに

複雑な事務処理に多大な労力と時間を要します。 

このことから、スライド額算定事務の簡素化を図るための仕組みを検討

していただくよう、要望いたします。 
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（５）間接工事費の取扱いについて 
施工箇所が点在する複数工事をまとめて発注する場合の積算方法につい

ては、市町村を跨いだ場合に共通仮設費及び現場管理費を工事箇所毎に算

定できることとされております。しかしながら、工事に際しては施工箇所

毎に重機運搬や安全管理、労務管理や安全訓練に要する費用が発生してい

ることから、市町村境にかかわらず、施工箇所毎に工種区分に応じた共通

仮設費及び現場管理費の算出ができる運用を示していただくよう、要望い

たします。 

 

３．作業員の宿舎対策支援 
（１）営繕に要する費用等の積算方法について 

被災地以外からの労働者確保に要する追加費用に対する当面の運用が、

平成２４年３月に示されたところでありますが、今後、労務者の遠距離通

勤や宿泊の増大、及び仮設宿舎の建設が必要となった場合、現在の間接工

事費算定方法では対応が困難であることから、実績費用で変更計上するな

ど、新たな計算方法を設けるよう要望いたします。 
また、建築関係工事については、土木工事のような当面の運用も示され

ていないことから、土木工事と同様の対応策を示していただくよう、要望

いたします。 

（２）仮設宿舎に係る補助制度等の新設について 

  建設業界団体等が、様々な作業員の利用が可能な仮設宿舎を建設する場

合、建設・運営・解体などにかかる費用を支援する補助制度等を新たに設

けていただくよう、要望いたします。 
 

４．資材確保のための支援 
（１）資材確保のためのプラント等の設置について 

生コンクリートやアスファルトといった、施工箇所の近くで調達する必

要のある材料について、大規模工事が調達を開始した場合、ほぼ独占的に

地元の生産プラントを使用し、小規模工事に資材が行き渡らない事態が発

生しています。このため、国が実施する大規模工事にあっては、独自に生

産プラントを設け、県・市町村・民間の工事に影響が出ないような配慮を

要望いたします。 
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（２）資材調達に係る補助制度等の新設について 

生コンクリート、アスファルト及び骨材等の資材の安定供給を確保する

ため、需要に対して供給能力が不足する地域においてプラントやストック

ヤードを県や市町村または民間事業者が設置する場合、その費用を支援す

る補助制度等を新たに設けていただくよう、要望いたします。 

（３）骨材等の広域調達支援について 
  復旧・復興工事には、生コンクリートの材料となる骨材や海岸工事にお

ける捨石、地盤嵩上げのための土砂などが大量に必要であり、当面、地元

で調達することで工事を進めていますが、地元で不足する場合は広域的に

調達場所を確保する必要があることから、安定的な資材供給を図るため、

国で調達場所の調整を行うよう、要望いたします。 
 
 


